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○軽井沢町老朽危険建物対策要綱 

平成27年３月20日告示第４号 

（目的） 

第１条 この要綱は、建築物その他の工作物の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）に

おいて適正な管理がなされないことに起因して、著しい老朽化等による倒壊及び建築材等の飛散

により第三者の生命に危険を及ぼすおそれのある状態、又は不特定者の侵入による火災及び犯罪

が誘発されるおそれのある状態（以下「管理不全状態」という。）となった建築物その他の工作

物（以下「老朽危険建物」という。）について必要な事項を定めることにより、地域における安

心かつ安全な生活環境の確保を図ることを目的とする。 

（建築物その他の工作物の適正管理） 

第２条 所有者等は、所有又は管理する建築物その他の工作物が管理不全状態にならないよう、自

らの責任において適正に管理しなければならない。 

２ 所有者等は、所有又は管理する建築物その他の工作物が管理不全状態にあるときは、自らの責

任において、直ちに当該状態を解消しなければならない。 

（町民等の協力） 

第３条 町民等は、老朽危険建物があると認められる場合は、町への情報提供に協力するものとす

る。 

２ 前項の規定により町に情報提供するときは、老朽危険建物連絡票（様式第１号）により提出す

るものとする。 

（調査の実施） 

第４条 町長は、老朽危険建物について調査の必要があると認めるとき、又は前条第２項に規定す

る連絡票の提出があったときは、当該老朽危険建物の調査を行うものとする。 

２ 前項の規定により調査を行うときは、老朽危険建物調査票（様式第２号）により行うものとす

る。 

（審査委員会） 

第５条 町長は、前条の規定による調査の結果について公平な判定を行うため、審査委員会を設置

して審査を行うとともに、必要に応じて現地確認を実施するものとする。 

（依頼、指導及び勧告） 

第６条 町長は、前条の審査委員会により、老朽危険建物であると確認されたときは、所有者等に

対して必要な措置を講ずるよう依頼又は指導を行うことができる。 
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２ 町長は、前項の依頼又は指導を行ったにもかかわらず、管理不全状態が改善されないときは、

所有者等に対して必要な措置を講ずるよう勧告を行うことができる。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月30日告示第26号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式（この告示により改正されるものに限る。）

による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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様式第１号（第３条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 

 


